
出
来
栄
え
は
、
彼
の
代
表
作
と
し
て
評
価
さ
れ
る
に
相
応
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
る
に
、

こ
の
屏
風
に
つ
い
て
は
制
作
年
が
明
ら
か
で
は
な
く
、
実
は
主
題
も
定
か
で
は
な
い
。
賛
も
な

く
箱
書
も
な
く
箱
も
な
い
。《
宇
和
島
・
江
戸
図
屏
風
》
と
い
う
題
は
、
本
稿
の
筆
者
が
作
品
の

内
容
か
ら
判
断
し
て
名
付
け
た
も
の
で
し
か
な
い
が
、
こ
の
題
は
何
の
疑
問
も
な
く
受
け
容
れ

ら
れ
得
る
自
明
の
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
画
中
に
表
さ
れ
て
い
る
宇
和
島
は
、
現
実
の
宇

和
島
の
姿
か
ら
は
余
り
に
も
程
遠
い
か
ら
で
あ
る
。

　

本
稿
の
目
的
は
、
新
発
見
の
こ
の
屏
風
に
は
何
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
？
宇
和
島
と
江
戸
が

描
か
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
の
か
？
を
検
討
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
制
作
の
背
景
を
な
し
た
歴

史
上
の
事
情
に
も
及
び
た
い
。
し
か
し
先
ず
は
解
釈
の
前
提
と
し
て
、
作
者
で
あ
る
応
岸
の
略

伝
に
つ
い
て
考
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

応
岸
の
経
歴

　
（
１
）
生
前
の
資
料

　

こ
の
屏
風
が
何
を
描
い
て
い
る
の
か
は
自
明
で
は
な
い
が
、
応
岸
の
作
品
で
あ
る
こ
と
だ
け

は
落
款
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
右
隻
に
は
「
應
岸
」
の
署
名
と
白
文
方
印
「
畫
舫
漁
夫
」

が
あ
り
、
左
隻
に
は
「
應
岸
」
の
署
名
、
白
文
方
印
「
画
舫
樓
」
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

署
名
の
書
風
は
、
明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
）
に
山
神
王
神
社
（
愛
媛
県
北
宇
和
郡
鬼
北
町
）

に
奉
納
さ
れ
た
応
岸
筆
の
大
絵
馬
《
石
橋
山
大
合
戦
図
》
の
署
名
に
近
い
（
註
1
）。

　

印
章
に
刻
さ
れ
た
「
画
舫
楼
」
の
語
は
、応
岸
が
父
か
ら
継
承
し
た
別
号
だ
っ
た
に
相
違
な
い
。

序
　

平
成
二
十
六
年
（
二
〇
一
四
）
三
月
、愛
媛
県
美
術
館
は
新
た
に
発
見
し
た
三
好
応
岸
筆
《
宇

和
島
・
江
戸
図
屏
風
》
を
収
蔵
し
、
同
年
五
月
二
十
七
日
か
ら
八
月
二
十
四
日
ま
で
企
画
展
示

室
で
開
催
し
た
「
平
成
二
十
五
年
度
新
収
蔵
品
展
」
に
お
い
て
、
初
め
て
広
く
公
開
し
た
。

　

作
品
は
、
紙
本
着
色
の
六
曲
屏
風
一
双
で
、
画
面
の
大
き
さ
は
各
隻
九
五
・
〇
×
二
六
二
・
〇

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
右
隻
に
は
「
應
岸
」
の
署
名
、
白
文
方
印
「
畫
舫
漁
夫
」
が
あ
り
、

左
隻
に
は
「
應
岸
」
の
署
名
、
白
文
方
印
「
画
舫
樓
」
が
あ
る
。

　

作
者
の
三
好
応
岸
は
江
戸
時
代
後
期
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
愛
媛
の
宇
和
島
で
活
躍
し
た
画

家
で
あ
り
、
愛
媛
に
お
け
る
こ
の
時
代
の
重
要
な
画
家
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
作
品

を
愛
媛
県
美
術
館
が
収
蔵
す
る
の
は
今
回
が
初
め
て
で
あ
る
。
今
ま
で
は
一
点
の
蔵
品
も
な

か
っ
た
か
ら
当
館
に
お
い
て
彼
の
作
品
を
展
示
す
る
機
会
も
乏
し
く
、
平
成
二
十
三
年
九
月
か

ら
十
一
月
ま
で
常
設
展
示
室
で
開
催
し
た
「
美
術
に
見
る
神
話
・
伝
説
・
歴
史
」
に
お
い
て
、

紙
本
着
色
の
愛
ら
し
い
小
品
《
七
夕
図
》
一
幅
（
法
華
寺
蔵
）
を
展
示
し
た
の
が
、
近
年
で
は

唯
一
の
事
例
で
あ
る
。
県
内
の
他
の
博
物
館
に
お
い
て
も
事
情
は
変
わ
ら
な
い
ら
し
く
、
愛
媛

県
歴
史
文
化
博
物
館
は
応
岸
の
父
の
三
好
応
山
に
よ
る
鶴
図
屏
風
を
寄
託
さ
れ
、
度
々
展
示
し

て
い
る
が
、
応
岸
に
つ
い
て
は
所
蔵
も
寄
託
も
有
し
な
い
。
こ
う
し
た
事
情
も
あ
っ
て
か
、
応

岸
の
紹
介
も
調
査
も
顕
彰
も
県
内
に
お
い
て
殆
ど
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
今
や
地
元
の
美
術

愛
好
家
の
間
で
も
彼
の
名
を
知
る
人
は
少
な
い
。
も
ち
ろ
ん
経
歴
も
知
ら
れ
て
は
い
な
い
。

　

ゆ
え
に
今
回
の
新
発
見
は
今
後
の
応
岸
の
研
究
の
た
め
の
手
が
か
り
と
な
り
得
る
。
作
品
の
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そ
の
こ
と
は
、
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）、
農
商
務
省
が
第
二
回
内
国
絵
画
共
進
会
を
東
京
で

開
催
し
た
と
き
刊
行
し
た
『
第
二
回
内
国
絵
画
共
進
会
出
品
人
略
譜
』
の
、
第
五
区
（
円
山
四

条
派
等
）
の
愛
媛
県
の
部
に
掲
載
さ
れ
た
三
好
応
岸
の
略
伝
に
よ
っ
て
推
察
さ
れ
る
。
同
書
所

載
の
彼
の
略
伝
の
全
文
を
引
用
す
る
（
註
2
）。

「
三
好
又
八
郎
應
岸
ト
號
ス
伊
豫
國
北
宇
和
郡
本
町
ニ
住
ス
三
好
三
郎
兵
衛
（
號
畫
舫
樓
應

山
）
ノ
男
ニ
シ
テ
天
保
三
年
七
月
十
五
日
生
ナ
リ
畫
ヲ
□
山
ニ
學
フ
」

　

こ
の
記
事
に
は
、
応
岸
の
本
名
が
三
好
又
八
郎
で
あ
る
こ
と
、
愛
媛
県
北
宇
和
郡
本
町
の
住

人
で
あ
る
こ
と
、
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
七
月
十
五
日
に
生
ま
れ
た
こ
と
（
ゆ
え
に
明
治

十
七
年
の
時
点
で
は
数
え
年
で
五
十
三
歳
で
あ
る
こ
と
）、
父
が
三
好
三
郎
兵
衛
で
、「
畫
舫
樓

應
山
」
の
号
を
用
い
て
い
た
こ
と
等
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
画
舫
楼
と
は
も
と

も
と
三
好
応
山
の
号
で
あ
り
、応
岸
の
作
品
に
「
画
舫
楼
」
の
印
章
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

応
岸
が
そ
れ
を
父
か
ら
継
承
し
た
こ
と
を
物
語
る
と
解
さ
れ
る
。

　

北
宇
和
郡
本
町
と
い
う
地
名
が
出
て
い
る
が
、
こ
こ
は
明
治
二
十
二
年
に
北
宇
和
郡
宇
和
島

町
の
一
部
と
な
り
、
大
正
十
年
（
一
九
二
一
）
に
宇
和
島
市
の
一
部
と
な
っ
た
。
現
在
の
地
名

で
言
え
ば
宇
和
島
市
本
町
に
あ
た
る
。

　

内
国
絵
画
共
進
会
が
土
佐
派
、
狩
野
派
、
支
那
南
北
派
、
浮
世
絵
派
、
円
山
派
等
の
流
派
別

に
絵
画
を
出
品
さ
せ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
に
開
催
さ

れ
た
第
一
回
内
国
絵
画
共
進
会
で
は
、応
岸
は
第
五
区（
円
山
四
条
派
等
）で
は
な
く
第
六
区（
ど

の
流
派
に
も
属
さ
な
い
者
）
の
愛
媛
県
の
部
に
《
幽
霊
》
と
《
夜
ノ
浪
》
の
二
点
を
出
品
し
た
が
、

流
派
に
つ
い
て
は
「
写
生
派
」
を
称
し
て
い
た
（
註
3
）。
写
生
派
で
は
あ
っ
て
も
、
円
山
派
で

は
な
く
四
条
派
で
も
な
い
と
自
認
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
明
治
十
七
年
の
第
二
回

内
国
絵
画
共
進
会
で
は
、応
岸
は
第
五
区
（
円
山
四
条
派
）
の
愛
媛
県
の
部
に
《
狼
》
と
《
山
水
》

の
二
点
を
出
品
し
、
流
派
に
つ
い
て
は
「
円
山
派
」
を
称
し
た
（
註
4
）。
そ
し
て
『
第
二
回
内

国
絵
画
共
進
会
出
品
人
略
譜
』
で
も
、
先
に
引
用
し
た
彼
の
略
伝
は
第
五
区
の
愛
媛
県
の
部
に

掲
載
さ
れ
て
い
た
。
応
岸
が
本
当
に
円
山
派
で
あ
る
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
も
と
も
と
写

生
派
を
自
認
し
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
で
は
、
彼
は
誰
か
ら
写
生
派
の
画
を
学
ん
だ
の
だ

ろ
う
か
。

　

先
に
引
用
し
た
史
料
に
は
彼
の
画
道
の
師
に
つ
い
て
も
記
載
が
あ
る
が
、
そ
の
名
を
表
し
て

い
る
二
文
字
の
内
の
一
文
字
目
は
「
徴
」
の
正
字
で
あ
る
の
か
（
註
5
）、
そ
れ
と
も
大
漢
和
辞

典
に
も
収
録
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
字
で
あ
る
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。『
第
二
回
内
国
絵
画

共
進
会
出
品
人
略
譜
』
に
は
誤
字
が
散
見
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
誤
字
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
「
徴
」

の
正
字
で
あ
る
な
ら
、
応
岸
の
師
は
「
徴
山
」
だ
が
、
誤
字
で
あ
る
な
ら
、
例
え
ば
「
鐵
山
」

と
で
も
訂
正
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。「
應
山
」
を
書
き
誤
っ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
な
い

と
は
言
え
な
い
。

　

と
も
か
く
も
、
応
岸
の
生
前
に
刊
行
さ
れ
、
彼
自
身
も
原
稿
の
提
出
と
い
う
形
で
関
与
し
た

に
相
違
な
い
『
第
二
回
内
国
絵
画
共
進
会
出
品
人
略
譜
』
に
記
載
さ
れ
た
事
項
は
以
上
の
通
り

で
あ
り
、
彼
の
経
歴
を
考
証
す
る
際
の
基
礎
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
２
）
没
後
の
資
料

　

応
岸
の
略
伝
は
、愛
媛
県
が
昭
和
六
十
一
年
（
一
九
八
六
）
に
刊
行
し
た
『
愛
媛
県
史　

芸
術
・

文
化
財
』
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
に
刊
行
さ
れ
た
愛
媛

県
教
育
協
会
北
宇
和
部
会
編
『
宇
和
島
吉
田
両
藩
誌
』
の
第
十
章
「
人
物
小
伝
」
に
含
ま
れ
る

応
岸
の
略
伝
を
、
現
代
語
に
直
し
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。『
宇
和
島
吉
田
両
藩

誌
』
所
載
の
応
岸
の
略
伝
を
引
用
す
る
（
註
6
）。

「
三
好
應
岸

通
稱
を
又
八
郎
と
云
ひ
、
應
岸
と
號
す
。
天
保
三
年
七
月
十
五
日
宇
和
島
本
町
に
生
る
、

應
山
の
次
男
た
り
。
幼
よ
り
畫
を
好
み
、
父
の
傍
に
あ
り
て
自
ら
筆
を
執
て
之
を
眞
似
る

を
樂
み
と
せ
り
。
長
ず
る
に
及
び
畫
家
と
し
て
家
を
成
さ
ん
と
志
し
、
父
應
山
に
就
き
て

其
技
を
習
ひ
、
後
應
の
一
字
を
受
け
、
應
岸
と
號
し
て
別
家
す
。
又
伊
達
宗
德
の
知
遇
を

得
て
屢
々
用
命
を
蒙
り
た
る
が
就
中
『
月
下
の
山
犬
』
は
最
も
称
讃
を
禀
け
三
た
び
揮
毫

せ
り
と
云
ふ
。
明
治
四
十
二
年
八
月
二
日
年
七
十
八
を
以
て
卒
す
。」

　

興
味
深
い
内
容
を
含
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
と
同
じ
内
容
の
文
が
大
正
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
兵

頭
賢
一
著
『
南
豫
遺
香
』
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
引
用
す
る
（
註
7
）。
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「
三
好
應
岸

君
通
稱
を
又
八
郎
と
云
ひ
、
應
岸
と
號
す
、
天
保
三
年
七
月
十
五
日
宇
和
島
本
町
に
生
る
、

應
山
の
次
男
た
り
、
幼
よ
り
画
を
好
み
、
父
の
傍
ら
に
あ
り
て
自
ら
筆
を
執
て
之
を
眞
似

る
を
樂
し
み
と
せ
り
、
長
ず
る
に
及
ひ
画
家
と
し
て
家
を
成
さ
ん
と
志
し
、
父
應
山
に
就

き
て
其
技
を
習
ひ
、
後
應
の
一
字
を
受
け
、
應
岸
と
號
し
て
別
家
す
、
又
伊
達
宗
德
侯
の

知
遇
を
得
て
屢
々
用
命
を
蒙
り
た
る
が
、
就
中
『
月
下
の
山
犬
』
は
最
も
称
讃
を
禀
け
三

た
び
揮
毫
せ
り
と
云
ふ
、
明
治
四
十
二
年
八
月
二
日
年
七
十
八
を
以
て
卒
す
」

　

内
容
の
み
な
ら
ず
文
章
も
概
ね
同
一
で
あ
り
、
大
正
六
年
の
『
宇
和
島
吉
田
両
藩
誌
』
所
載

の
略
伝
は
二
年
前
の
『
南
豫
遺
香
』
所
載
の
略
伝
を
転
用
し
た
の
だ
ろ
う
。『
南
豫
遺
香
』
所
載

の
略
伝
が
何
に
基
づ
い
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
応
岸
の
歿
年
が
明
治
四
十
二
年
で
あ

る
な
ら
、
大
正
四
年
の
時
点
で
は
、
御
遺
族
を
は
じ
め
、
生
前
の
彼
を
よ
く
知
る
人
も
少
な
く

な
か
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
う
し
た
関
係
者
の
証
言
に
基
づ
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ

る
。
ゆ
え
に
、
二
つ
の
略
伝
の
内
容
は
信
頼
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
通
称
、
生
年
、
住
所
に

関
し
て
は
、
先
に
見
た
『
第
二
回
内
国
絵
画
共
進
会
出
品
人
略
譜
』
の
記
載
内
容
と
も
一
致
し

て
い
る
。

　

さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
、『
宇
和
島
吉
田
両
藩
誌
』
所
載
の
略
伝
に
は
、
応
岸
の
肖
像
写
真

も
添
え
ら
れ
て
い
る
。
紋
付
を
着
て
、
煙
管
を
手
に
し
て
正
座
し
て
い
る
。
細
面
の
貴
人
の
よ

う
な
容
貌
は
、
先
祖
代
々
富
裕
の
家
に
生
ま
れ
育
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
よ
う
か
。

　
（
３
）
応
岸
の
父
、
三
好
応
山

　

応
岸
は
ど
の
よ
う
な
家
庭
に
生
ま
れ
育
っ
た
の
か
。
そ
の
基
本
情
報
は
、
彼
の
父
、
応
山
の

略
伝
か
ら
得
る
こ
と
が
で
き
る
。『
南
豫
遺
香
』
か
ら
応
山
の
略
伝
を
引
用
す
る
（
註
8
）。

「
三
好
應
山

君
は
名
を
三
郎
兵
衛
と
稱
し
、
應
山
と
號
す
、
寛
政
四
年
を
以
て
宇
和
島
本
町
に
生
れ
、

家
は
累
代
町
頭
取
、
並
に
紺
屋
頭
取
を
勤
む
、
土
佐
鐵
山
の
門
に
入
り
て
畫
を
習
ひ
、
技

熟
す
る
に
及
び
、
自
ら
京
風
の
画
工
を
以
て
任
じ
最
も
人
物
を
得
意
と
せ
り
、
二
子
あ
り

長
男
に
家
督
を
譲
り
、
次
男
の
應
岸
に
技
を
授
け
て
分
家
せ
し
む
、
嘉
永
二
年
十
月
二
日

卒
す
、
年
五
十
八
」

　

宇
和
島
の
本
町
は
宇
和
島
城
の
直
ぐ
近
く
で
あ
り
、
そ
こ
で
紺
屋
を
営
み
、
紺
屋
頭
取
や
町

頭
取
を
代
々
勤
め
た
三
好
家
は
、
城
下
で
も
屈
指
の
富
商
の
一
つ
だ
っ
た
ろ
う
か
。
宇
和
島
藩

主
の
伊
達
家
と
も
接
点
が
あ
っ
た
ろ
う
か
と
想
像
さ
れ
る
。
一
般
に
、
江
戸
時
代
の
富
商
に
は

風
雅
を
愛
す
る
者
が
少
な
く
な
い
が
、
応
山
は
詩
文
書
画
の
中
で
も
特
に
「
京
風
」
の
画
に
心

惹
か
れ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
受
け
継
い
だ
応
岸
は
、
次
男
坊
の
気
軽
さ
か
ら
か
、
遂
に
は
そ

れ
を
本
業
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
（
４
）
土
佐
鉄
山

　

応
山
の
画
道
の
師
と
し
て
土
佐
鉄
山
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

土
佐
鉄
山
と
は
誰
か
。
昭
和
十
二
年
四
月
、『
伊
豫
史
談
』
第
九
十
号
に
発
表
さ
れ
た
「
伊
豫

繪
畫
概
説
」
で
河
野
是
山
は
、
応
山
と
応
岸
の
名
を
、
円
山
派
で
は
な
く
「
土
佐
派
」
の
画
家

と
し
て
挙
げ
、短
い
説
明
を
付
し
た
中
で
、応
山
の
師
と
し
て
「
土
佐
派
春
日
鉄
山
（
此
人
不
詳
）」

の
名
を
記
し
た
（
註
9
）。
こ
れ
を
信
じ
る
な
ら
土
佐
鉄
山
と
は
春
日
光
親
で
あ
る
と
読
め
る
。

し
か
し
鉄
山
と
号
し
た
春
日
光
親
に
、
応
山
が
学
ん
だ
可
能
性
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

金
井
紫
雲
の
論
文
「
謎
の
畫
家
春
日
光
親
」（
註
10
）
に
よ
る
と
、
光
親
は
西
春
日
井
郡
（
現
在

の
名
古
屋
市
）
の
人
で
あ
り
、
本
名
を
野
田
三
郎
と
言
い
、
大
和
絵
風
に
画
を
描
く
と
き
は
、

落
款
に
「
光
親
」
と
記
し
、
南
画
風
に
花
鳥
や
山
水
を
描
く
と
き
は
、「
銕
山
」
と
記
し
て
「
日

本
銕
山
」
と
刻
し
た
印
章
を
用
い
た
。
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
の
生
ま
れ
で
あ
る
か
ら
応
岸

よ
り
も
一
歳
上
で
し
か
な
い
。
応
山
か
ら
見
れ
ば
我
が
子
の
よ
う
な
年
齢
の
若
者
で
あ
り
、
応

山
が
逝
去
し
た
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
の
時
点
で
も
光
親
は
数
え
年
で
十
九
歳
に
し
か
な
っ

て
い
な
い
。
し
か
も
光
親
が
制
作
を
盛
ん
に
し
た
の
は
明
治
十
年
代
以
降
で
あ
る
ら
し
い
。
ゆ

え
に
応
山
が
光
親
に
学
ん
だ
可
能
性
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

光
親
に
学
ん
だ
の
が
応
山
で
は
な
く
応
岸
で
あ
る
可
能
性
も
、
皆
無
で
あ
る
と
は
言
え
な
い

が
、
殆
ど
考
え
ら
れ
な
い
。
遭
遇
の
機
会
が
あ
っ
た
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
金

井
紫
雲
に
よ
れ
ば
、
名
古
屋
の
人
で
あ
る
光
親
は
、
早
く
に
故
郷
を
出
奔
し
た
あ
と
、
信
州
、

熊
谷
、
宇
都
宮
等
を
放
浪
し
て
須
賀
川
、
郡
山
に
留
ま
っ
た
ら
し
い
。
も
し
光
親
が
四
国
に
来
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た
こ
と
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
応
岸
が
光
親
を
訪
ね
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
応
山
か
ら
「
京

風
」
の
絵
を
学
ん
で
い
た
応
岸
が
、
京
都
を
通
り
越
し
て
さ
ら
に
遠
く
関
東
ま
で
行
く
と
は
俄

か
に
は
想
像
し
難
い
。
応
山
と
応
岸
の
父
子
を
春
日
光
親
に
結
び
付
け
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ

る
。

　

応
岸
の
師
の
師
に
あ
た
る
「
土
佐
鐵
山
」
は
、
春
日
銕
山
と
は
別
の
誰
か
で
あ
る
と
考
え
る

し
か
な
い
。
そ
れ
が
誰
で
あ
る
の
か
は
今
の
と
こ
ろ
判
ら
な
い
。

　
（
５
）
讃
岐
の
資
料

　

応
岸
の
経
歴
を
考
証
す
る
と
き
、
香
川
県
で
刊
行
さ
れ
た
資
料
群
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
讃
岐
の
人
物
と
し
て
応
岸
の
名
を
挙
げ
る
資
料
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
昭
和
四
十
八
年
に
復
刻
さ
れ
た
梶
原
竹
軒
監
修
『
復
刻
讃
岐
叢
書　

増
補
改
訂　

讃
岐
人
名
辭
書
』
に
は
、「
三
好
應
岸　

通
稱
又
八
郎
、
號
應
岸
、
天
保
弘
化
頃
の
人
、
畫
を
雪

溪
に
學
ぶ
。」
と
い
う
記
事
が
あ
る
（
同
書
七
九
三
頁
）。
原
書
は
昭
和
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
よ

う
だ
が
、
さ
ら
に
遡
れ
ば
、
大
正
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
赤
松
景
福
（
玄
吉
）
の
著
『
讚
岐
雅
人

姓
名
録
』
に
も
、「
三
好
應
岸　

通
稱
又
八
郎
、
號
應
岸
、
天
保
弘
化
頃
の
人
、
○
畫
雪
溪
に
學

ぶ
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
同
書
二
二
七
頁
）。
同
じ
内
容
で
あ
り
、『
讚
岐
雅
人
姓
名
録
』
が
そ

の
後
の
資
料
の
典
拠
だ
ろ
う
か
と
窺
わ
せ
る
。

　

こ
れ
を
見
る
限
り
、
遅
く
と
も
大
正
五
年
ま
で
に
は
、
応
岸
を
あ
た
か
も
讃
岐
の
人
で
あ
る

か
の
よ
う
に
扱
う
言
説
が
登
場
し
て
い
た
と
判
る
。
ど
う
し
て
だ
ろ
う
か
。

　

考
え
ら
れ
る
の
は
、
讃
岐
の
人
で
あ
る
大
西
雪
溪
の
門
人
と
見
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
応
岸
も

同
じ
く
讃
岐
の
人
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
だ
ろ
う
か
。

　

再
び
『
讚
岐
雅
人
姓
名
録
』
を
見
れ
ば
、
雪
溪
に
つ
い
て
は
「
本
姓
高
畠
、
號
雪
溪
、
那
珂

郡
郡
家
人
、
畫
を
中
嶋
來
章
に
學
び
、
人
物
に
長
ず
、
明
治
二
十
五
年
七
月
歿
す
、
年
七
十
、

○
曾
て
官
命
を
蒙
り
畫
を
獻
す
、
我
先
人
贈
詩
曰
、
一
枝
彩
筆
不
停
揮
、
七
十
眼
明
見
細
微
、

近
有
新
圖
奉
恩
命
、
光
榮
亦
是
古
來
稀
。」
と
い
う
記
事
が
あ
る
（
同
書
三
三
頁
）。
こ
こ
に
記

さ
れ
た
没
年
と
享
年
に
は
誤
認
が
あ
る
ら
し
い
。
丸
亀
の
郡
家
の
人
で
あ
る
雪
溪
に
つ
い
て
詳

し
く
解
説
し
て
い
る
『
丸
亀
市
立
郡
家
小
学
校
創
立
百
周
年
記
念
誌　
『
郡
家
』
百
年
の
歩
み
』

に
よ
れ
ば
、
雪
溪
の
歿
年
は
明
治
二
十
三
年
八
月
十
五
日
、
享
年
は
七
十
九
で
あ
る
（
註
11
）。

昭
和
三
十
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
先
賢
遺
芳
』
第
二
集
に
も
、「
明
治
二
十
三
年
八
月
十
五
日
に

病
歿
、
年
七
十
九
」
と
書
か
れ
て
い
る
（
同
書
二
一
頁
）。
昭
和
四
十
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
丸

亀
史
料
シ
リ
ー
ズ
６
』
所
収
「
今
に
生
き
る
丸
亀
の
人
び
と
」
に
も
、「
明
治
二
十
三
年
八
月

十
五
日
歿
、
年
七
十
九
」
と
書
か
れ
て
い
る
（
同
書
五
四
頁
）。
雪
溪
の
歿
年
は
明
治
二
十
三
年

と
見
る
の
が
定
説
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
『
讚
岐
雅
人
姓
名
録
』
の
記
事
が
全
て
正
確
で
あ
る

わ
け
で
は
な
い
こ
と
の
証
拠
で
あ
り
、
ゆ
え
に
応
岸
が
讃
岐
の
人
で
あ
る
と
い
う
記
事
が
誤
認

で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
の
傍
証
で
も
あ
り
得
る
。

　

先
に
触
れ
た
『
丸
亀
市
立
郡
家
小
学
校
創
立
百
周
年
記
念
誌　
『
郡
家
』
百
年
の
歩
み
』
で
は
、

雪
溪
の
門
人
と
し
て
「
村
内
富
田
顴
聖
・
高
畠
一
溪
、
三
豊
郡
三
好
應
岸
・
塩
田
遊
圃
」
が
挙

げ
ら
れ
、
応
岸
が
三
豊
郡
（
現
在
の
三
豊
市
）
の
人
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
確
か
な

根
拠
に
基
づ
く
言
明
で
あ
る
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。

　

応
岸
と
号
し
た
三
好
又
八
郎
が
宇
和
島
の
本
町
に
生
ま
れ
た
人
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
見
た

通
り
、『
第
二
回
内
国
絵
画
共
進
会
出
品
人
略
譜
』
所
載
の
略
伝
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
生

前
の
資
料
に
よ
っ
て
判
明
す
る
こ
の
事
実
に
反
し
て
、
応
岸
が
讃
岐
の
人
で
あ
る
か
の
よ
う
に

語
ら
れ
て
き
た
の
は
、
恐
ら
く
は
、
讃
岐
の
雪
溪
の
門
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
間
違
え
ら
れ
た
か
、

さ
も
な
く
ば
讃
岐
に
滞
在
し
た
時
期
も
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
か
、
多
分
そ

の
程
度
の
話
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

し
か
る
に
、
そ
も
そ
も
応
岸
が
雪
溪
の
門
人
で
あ
る
と
い
う
の
は
事
実
で
あ
る
の
か
。

　

改
め
て
『
第
二
回
内
国
絵
画
共
進
会
出
品
人
略
譜
』
を
見
れ
ば
、
雪
溪
は
応
岸
と
同
じ
く
第

五
区
の
愛
媛
県
の
部
に
登
場
し
て
い
る
。
当
時
、
讃
岐
は
愛
媛
県
に
合
併
さ
れ
て
い
た
か
ら
、

雪
溪
を
は
じ
め
、
讃
岐
の
画
家
は
皆
、
愛
媛
県
の
画
家
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

同
書
の
二
百
五
十
二
丁
に
掲
載
さ
れ
た
人
名
を
順
に
見
て
ゆ
け
ば
、
伊
予
国
西
宇
和
郡
八
幡

浜
の
梶
谷
南
海
、
讃
岐
国
三
野
郡
大
見
村
の
横
田
忠
祐
の
あ
と
に
、
讃
岐
国
那
珂
郡
郡
家
村
の

大
西
雪
溪
が
来
て
、
讃
岐
国
那
珂
郡
郡
家
村
の
草
薙
篁
斎
、
伊
予
国
桑
村
郡
壬
生
川
村
の
矢
野

圭
洲
、
伊
予
国
温
泉
郡
河
原
町
の
松
浦
岸
雪
、
讃
岐
国
阿
野
郡
坂
出
村
の
福
家
鶴
遊
が
続
い
て
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い
る
。
次
の
二
百
五
十
三
丁
に
は
、
讃
岐
国
那
珂
郡
郡
家
村
の
切
池
観
星
の
あ
と
に
伊
予
国
北

宇
和
郡
本
町
の
三
好
応
岸
が
登
場
し
、
讃
岐
国
三
野
郡
仁
尾
村
町
の
塩
田
遊
圃
、
讃
岐
国
阿
野

郡
坂
出
村
の
洲
崎
小
芙
蓉
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
讃
岐
の
人
と
伊
予
の
人
が
混
ざ
り
合
い
、
掲

載
の
順
序
に
は
規
則
性
が
認
め
ら
れ
な
い
。

　

そ
う
し
た
中
で
見
落
と
せ
な
い
の
は
、
応
岸
の
記
事
の
前
後
に
掲
載
さ
れ
た
切
池
観
星
、
塩

田
遊
圃
、
洲
崎
小
芙
蓉
の
三
人
が
揃
っ
て
大
西
雪
溪
の
門
人
で
あ
る
点
で
あ
る
。
雪
溪
門
下
の

讃
岐
の
人
が
並
ん
で
い
る
中
に
応
岸
が
紛
れ
込
ん
で
い
る
。
こ
の
四
名
の
偶
然
の
並
び
方
こ
そ

が
誤
認
を
生
じ
た
原
因
で
は
な
い
の
か
？
と
い
う
疑
義
を
呈
し
て
お
き
た
い
。

　
（
６
）
現
時
点
に
お
け
る
三
好
応
岸
略
伝

　

以
上
に
論
じ
て
き
た
と
こ
ろ
を
ま
と
め
て
、
現
時
点
に
お
い
て
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

応
岸
の
略
伝
を
作
成
し
て
お
く
。
年
齢
に
は
全
て
数
え
年
を
用
い
る
。

　

三
好
応
岸
は
、
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
七
月
十
五
日
、
伊
達
家
（
伊
達
遠
江
守
）
の
治
め

る
宇
和
島
城
下
の
本
町
に
生
ま
れ
た
。
通
称
を
又
八
郎
と
言
っ
た
。

　

生
家
の
三
好
家
は
代
々
町
頭
取
と
紺
屋
頭
取
を
つ
と
め
た
名
望
あ
る
商
家
で
あ
り
、
生
活
に

余
裕
が
あ
っ
た
か
ら
か
、
父
の
三
好
三
郎
兵
衛
は
余
技
に
写
生
派
の
画
を
学
び
、
習
熟
す
る
に

及
ん
で
自
ら
京
都
風
の
画
工
を
任
じ
た
風
流
人
で
も
あ
っ
た
。
三
郎
兵
衛
は
寛
政
四
年

（
一
七
九
二
）
の
生
ま
れ
。
人
物
画
を
得
意
と
し
、
応
山
と
号
し
た
。

　

応
山
四
十
一
歳
の
と
き
、
次
男
と
し
て
生
ま
れ
た
又
八
郎
は
、
幼
時
か
ら
画
を
好
み
、
画
を

描
く
父
の
傍
ら
で
自
ら
筆
を
取
っ
て
真
似
し
て
楽
し
み
、
長
じ
て
の
ち
画
家
と
し
て
生
き
て
ゆ

く
こ
と
を
決
意
し
た
。
父
に
師
事
し
て
画
技
を
習
い
、
応
山
の
号
か
ら
「
応
」
の
一
字
を
拝
領

し
て
応
岸
の
号
を
授
か
っ
た
。
二
人
の
男
子
に
恵
ま
れ
た
応
山
は
、
長
男
に
家
督
を
譲
り
、
次

男
の
応
岸
に
は
画
家
と
し
て
別
家
を
立
て
さ
せ
た
。
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
十
月
二
日
、
応

山
が
五
十
八
歳
で
逝
去
し
た
と
き
、
応
岸
は
十
八
歳
だ
っ
た
。

　

明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）、
応
岸
は
五
十
一
歳
の
と
き
、
農
商
務
省
主
催
の
第
一
回
内
国
絵

画
共
進
会
で
、
第
六
区
（
ど
の
流
派
に
も
属
さ
な
い
者
の
た
め
の
部
門
）
に
「
写
生
派
」
の
画

家
と
し
て
、
愛
媛
県
か
ら
《
幽
霊
》
と
《
夜
ノ
浪
》
の
二
点
を
出
品
し
た
。
そ
れ
か
ら
二
年
後

の
明
治
十
七
年
、
五
十
三
歳
の
と
き
、
第
二
回
内
国
絵
画
共
進
会
で
は
、
第
五
区
（
円
山
派
や

四
条
派
の
た
め
の
部
門
）
に
「
円
山
派
」
の
画
家
と
し
て
、
愛
媛
県
か
ら
《
狼
》
と
《
山
水
》

の
二
点
を
出
品
し
た
。
ま
た
、
明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
）、
山
神
王
神
社
（
愛
媛
県
北
宇
和

郡
鬼
北
町
）
に
奉
納
さ
れ
た
大
絵
馬
に
は
《
石
橋
山
大
合
戦
図
》
を
描
い
た
。

　

宇
和
島
藩
伊
達
家
の
第
九
代
で
、
最
後
の
藩
主
と
な
っ
た
伊
達
宗
徳
の
知
遇
を
得
て
、
度
々

用
命
を
蒙
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
維
新
の
前
の
こ
と
か
後
の
こ
と
か
は
定
か
で
は
な

い
が
、
こ
の
殿
様
か
ら
特
に
気
に
入
ら
れ
た
画
題
は
「
月
下
の
山
犬
」
で
あ
り
、
需
め
に
応
じ

て
三
度
も
揮
毫
し
た
ら
し
い
。
こ
う
し
て
宇
和
島
に
生
き
た
画
家
と
し
て
栄
誉
に
包
ま
れ
た
応

岸
は
、
明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）
八
月
二
日
に
逝
去
し
た
。
享
年
七
十
八
。

二　

右
隻
の
風
景

　

応
岸
が
こ
の
よ
う
な
画
家
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
早
速
、
問
題
の
屏
風
に
何
か
描

か
れ
て
い
る
の
か
を
右
隻
か
ら
見
て
ゆ
く
。

　
（
１
）
概
要

　

右
隻
で
は
、
画
面
の
右
側
に
海
辺
の
城
下
町
を
描
い
て
い
る
。
屏
風
の
一
扇
目
か
ら
五
扇
目

に
か
け
て
、
手
前
に
は
紅
白
の
花
に
彩
ら
れ
た
陸
地
が
広
が
り
、
そ
こ
か
ら
画
面
の
奥
へ
向
け

て
陸
地
が
延
び
、
商
家
と
松
林
が
並
ん
で
、
行
き
交
う
人
々
の
姿
が
あ
る
。
奥
へ
向
け
て
延
び

る
陸
地
の
右
手
に
は
堀
が
あ
り
、
対
岸
に
は
立
派
な
城
郭
が
あ
る
。
堀
に
架
か
る
大
き
な
橋
を

渡
れ
ば
城
の
虎
口
が
あ
り
、
虎
口
の
左
右
に
櫓
が
あ
る
。
商
家
を
並
べ
た
陸
地
は
画
面
の
手
前

か
ら
奥
ま
で
延
び
て
い
る
が
、
途
中
、
屏
風
の
三
扇
目
で
は
、
川
で
分
断
さ
れ
、
川
の
向
こ
う

側
の
、
密
度
の
高
い
街
と
の
間
を
橋
で
結
ば
れ
て
い
る
。
川
と
海
と
堀
は
繋
が
っ
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。
対
岸
の
街
の
あ
る
陸
地
は
、
屏
風
の
二
扇
目
か
ら
四
扇
目
に
か
け
て
何
度
も
湾
曲

し
な
が
ら
奥
へ
延
び
、
画
面
の
左
端
の
、
島
の
よ
う
な
、
神
社
の
鎮
座
し
た
小
さ
な
山
ま
で
の

間
を
細
い
道
で
繋
げ
て
い
る
。
こ
の
神
社
の
周
囲
の
砂
浜
に
は
数
隻
の
船
が
浮
か
ん
で
い
る
。

画
面
の
大
部
分
を
占
め
る
海
に
は
他
に
も
数
隻
の
船
が
見
え
る
。
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（
２
）
海
辺
の
神
社

　

こ
の
城
下
町
が
海
辺
に
築
か
れ
た
宇
和
島
で
あ
る
こ
と
は
、
宇
和
島
に
生
ま
れ
た
応
岸
の
落

款
を
伴
う
こ
と
か
ら
も
容
易
に
予
想
さ
れ
得
る
。
漠
然
と
眺
め
る
な
ら
、
宇
和
島
で
あ
る
か
の

よ
う
に
見
え
て
く
る
。
画
中
の
地
形
を
注
意
深
く
見
直
せ
ば
、
今
日
の
宇
和
島
の
地
形
か
ら
は

余
り
に
も
程
遠
い
と
気
付
か
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
画
中
の
風
景
を
宇
和
島
と
認
識
し
得

る
の
は
、
そ
れ
ら
し
い
特
徴
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
先
ず
は
、
画
面
の
左
端
に
描
か
れ
た
神
社
に
着
目
し
た
い
。
海
辺
に

鎮
座
し
て
、
近
く
に
舟
が
寄
っ
て
い
る
様
子
は
住
吉
神
社
を
連
想
さ
せ
る
。

　

現
在
、
宇
和
島
城
の
周
辺
に
は
目
立
つ
程
の
住
吉
神
社
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
宇
和
島
市
住

吉
の
住
吉
山
に
は
昔
、
住
吉
神
社
が
あ
っ
た
。
現
在
そ
こ
は
住
吉
公
園
と
呼
ば
れ
、
周
辺
に
は

陸
地
が
広
が
り
、
山
の
南
西
に
は
樺
崎
砲
台
跡
や
宇
和
島
市
立
歴
史
民
俗
資
料
館
が
あ
る
。
か

つ
て
そ
の
一
帯
が
海
だ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
砲
台
跡
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。
明

治
八
年
（
一
八
七
五
）
の
測
量
に
基
づ
い
て
兵
部
省
海
軍
部
水
路
局
が
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）

に
刊
行
し
た
『
大
日
本
海
岸
実
測
図
』
の
第
六
十
八
号
「
伊
予
宇
和
島
湾
」（
註
12
）
を
見
れ
ば
、

樺
崎
砲
台
が
海
に
面
し
て
い
た
の
を
確
認
で
き
る
。
か
つ
て
住
吉
山
の
頂
に
祀
ら
れ
て
い
た
住

吉
神
社
は
、
椛
崎
住
吉
神
社
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
、
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
六
月

二
十
八
日
、
御
町
中
の
祈
願
に
よ
っ
て
「
遷
宮
」
が
行
わ
れ
た
ら
し
い
（
註
13
）。

　

画
中
の
神
社
を
宇
和
島
の
樺
崎
の
住
吉
神
社
と
見
る
な
ら
、
画
中
の
町
は
、
宇
和
島
城
下
を

南
か
ら
眺
め
た
景
色
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
３
）
海
辺
の
城
門

　

こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
海
の
直
ぐ
近
く
に
あ
る
城
門
と
塁
壁
と
堀
に
着
目
し
た
い
。

　

現
在
の
宇
和
島
城
は
陸
上
に
あ
り
、
堀
も
な
く
、
海
に
は
全
く
面
し
て
い
な
い
が
、
昔
は
そ

う
で
は
な
か
っ
た
。
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）、
藤
堂
高
虎
に
よ
る
築
城
か
ら
半
世
紀
を
経
た
承

応
三
年
（
一
六
五
四
）
頃
に
作
成
さ
れ
た
《
宇
和
島
城
下
絵
図
》（
註
14
）
に
よ
れ
ば
、
五
角
形
の

城
郭
の
内
、
西
側
の
面
と
北
側
の
面
は
海
の
上
に
浮
か
び
、
他
の
面
の
周
囲
に
め
ぐ
ら
さ
れ
て

い
た
堀
は
海
に
直
通
し
、
海
水
で
満
た
さ
れ
て
い
た
。

　

元
禄
十
六
年（
一
七
〇
三
）の《
宇
和
島
城
下
屋
敷
割
絵
図
》（
註
15
）や
、安
永
五
年（
一
七
七
六
）

の
《
宇
和
島
城
下
絵
図
》（
註
16
）
を
見
て
も
、
西
側
の
面
の
南
の
一
部
だ
け
は
埋
め
立
て
ら
れ
始

め
て
い
た
よ
う
だ
が
、
城
の
周
囲
の
約
三
分
の
一
が
海
に
直
に
接
し
て
い
る
状
態
は
失
わ
れ
て

は
い
な
か
っ
た
の
を
確
認
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
頃
の
《
宇
和
島
御
城
下
地
図
》（
註
17
）
で
は
、
西
側
の

面
と
北
側
の
面
の
間
の
一
角
を
わ
ず
か
に
残
し
て
大
部
分
が
埋
め
立
て
ら
れ
た
の
を
確
認
で
き

る
。
一
部
は
海
に
接
し
て
い
た
か
ら
、
堀
に
は
海
水
が
流
れ
て
い
た
が
、
海
の
上
に
浮
か
ん
だ

よ
う
な
本
来
の
城
の
外
観
は
、
幕
末
に
は
既
に
損
な
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

画
中
の
城
も
海
に
は
殆
ど
接
し
て
は
い
な
い
が
、
海
の
直
ぐ
近
く
に
あ
り
、
海
に
面
し
た
城

で
あ
る
と
は
言
え
る
。
堀
の
一
部
し
か
海
に
接
し
て
い
な
い
点
で
は
、
安
政
二
年
の
新
し
い
景

観
に
近
い
が
、
海
の
直
ぐ
近
く
に
あ
っ
て
海
に
面
し
た
城
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
点
で
は
、
む

し
ろ
安
政
二
年
ま
で
に
は
失
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
古
い
景
観
に
近
い
。

　

安
政
二
年
、
応
岸
二
十
四
歳
の
時
点
で
は
、
樺
崎
住
吉
神
社
の
南
側
の
海
で
も
大
規
模
な
干

拓
が
進
み
、
城
下
の
全
体
が
現
在
の
地
形
に
近
付
き
つ
つ
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
応
岸
自
身
は
永
い

生
涯
を
通
じ
て
概
ね
、
二
十
一
世
紀
の
宇
和
島
の
地
形
に
か
な
り
近
い
地
形
を
見
て
い
た
に
相

違
な
い
。
し
か
る
に
屏
風
に
描
か
れ
た
景
色
は
そ
れ
と
比
し
て
異
質
で
あ
り
、
も
っ
と
古
い
時

期
の
景
色
を
表
そ
う
と
し
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
画
中
に
樺
崎
砲

台
は
見
え
な
い
が
、
そ
れ
が
設
置
さ
れ
た
の
は
安
政
二
年
で
あ
り
、
画
中
の
景
観
が
少
な
く
と

も
そ
れ
よ
り
も
古
い
時
期
に
遡
る
の
は
確
実
で
あ
る
。

　

仮
に
応
岸
の
こ
の
絵
が
、
安
永
年
間
以
前
で
あ
れ
ば
確
実
に
見
る
こ
と
の
で
き
た
は
ず
の
古

い
宇
和
島
の
様
子
を
懐
古
し
て
、
あ
る
い
は
想
像
し
て
描
い
た
作
で
あ
る
と
想
定
す
る
な
ら
、

こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
城
門
は
城
の
南
側
に
あ
っ
た
搦
手
門
で
あ
り
、
門
に
通
じ
る
橋
は
豊
後

橋
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
門
は
海
に
面
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
海
の
直
ぐ
近
く

に
あ
っ
た
と
は
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

宇
和
島
市
立
伊
達
博
物
館
蔵
の
《
宇
和
島
城
下
絵
図
屏
風
》（
註
18
）
は
江
戸
時
代
前
期
の
作
で

あ
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
往
時
の
城
の
姿
を
観
察
し
て
み
れ
ば
、
搦
手
門
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は
内
枡
形
虎
口
に
近
い
形
に
作
ら
れ
て
い
た
と
判
る
。
完
備
さ
れ
た
枡
形
虎
口
は
一
つ
目
の
門

に
対
し
て
そ
の
直
角
の
位
置
に
二
つ
目
の
門
を
設
け
、
侵
入
者
を
枡
形
の
狭
い
空
間
に
滞
ら
せ

て
攻
撃
を
鈍
ら
せ
、
迎
撃
を
容
易
に
す
る
が
、
宇
和
島
城
の
搦
手
門
は
一
つ
目
の
門
を
欠
い
た

略
式
の
枡
形
虎
口
だ
っ
た
と
で
も
形
容
で
き
よ
う
か
。
豊
後
橋
を
渡
っ
た
先
に
は
、
奥
と
左
右

の
三
方
を
塁
壁
で
囲
わ
れ
た
枡
形
に
近
い
空
間
が
あ
り
、
門
の
扉
は
右
手
に
あ
っ
た
。
応
岸
の

絵
で
は
一
見
、
平
入
虎
口
の
よ
う
で
も
あ
り
、
橋
を
渡
っ
た
先
に
は
左
右
を
塁
壁
で
閉
ざ
さ
れ

た
通
路
が
延
び
て
い
る
よ
う
に
し
か
見
え
な
い
が
、
こ
れ
は
橋
か
ら
見
て
右
手
に
門
を
持
つ
虎

口
を
、
そ
れ
よ
り
も
右
手
の
方
角
か
ら
眺
め
る
格
好
に
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
ま
た
、
応

岸
の
絵
で
は
枡
形
虎
口
の
一
つ
目
の
出
入
口
に
当
た
る
地
点
の
両
脇
に
そ
れ
ぞ
れ
一
重
の
櫓
が

あ
る
が
、再
び
《
宇
和
島
城
下
絵
図
屏
風
》
で
確
認
す
れ
ば
、門
よ
り
も
左
右
に
離
れ
た
場
所
の
、

石
垣
の
隅
の
位
置
に
そ
れ
ぞ
れ
櫓
が
あ
っ
た
と
判
る
。
少
し
異
な
る
が
、
概
ね
似
て
い
る
。

　

搦
手
門
は
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
に
破
却
さ
れ
た
か
ら
（
註
19
）、
今
日
、
豊
後
橋
も
堀
も

石
垣
さ
え
も
跡
形
も
な
く
、
跡
地
は
住
宅
街
と
化
し
、
道
路
に
貫
か
れ
て
い
る
。
城
の
南
側
か

ら
天
守
へ
向
か
う
者
は
、
道
路
に
面
し
た
門
（
上
り
立
ち
門
）
を
く
ぐ
っ
た
直
後
か
ら
城
山
を

登
り
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
、
昔
は
城
山
の
周
囲
を
立
派
な
城
壁
が
取
り
囲
み
、

搦
手
門
か
ら
城
山
ま
で
は
少
し
距
離
が
あ
っ
た
。
な
る
ほ
ど
、
応
岸
の
絵
で
も
塁
壁
の
内
側
に

は
深
遠
な
松
林
が
蔵
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
城
山
の
姿
は
見
え
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
昔
日
の
搦
手
門
の
周
辺
に
見
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
特
徴
が
、
応
岸

の
絵
で
は
、
厳
密
な
仕
方
で
は
な
い
に
し
て
も
緩
や
か
に
は
、
概
ね
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

　

以
上
、
海
辺
の
神
社
と
城
門
と
い
う
二
つ
の
緩
や
か
な
特
徴
を
総
合
す
る
な
ら
、
画
中
の
城

下
町
を
宇
和
島
と
見
て
も
違
和
感
は
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
る
に
そ
の
景
観
は
、
安
政
二

年
よ
り
も
前
の
、
応
岸
が
少
年
期
に
し
か
見
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
過
去
の
様
子
を
表
し
て

い
る
か
、
さ
も
な
く
ば
安
永
年
間
よ
り
も
前
の
、
応
岸
が
現
実
に
は
眼
に
し
た
こ
と
も
な
い
程

に
遠
い
過
去
の
様
子
を
表
し
て
い
る
か
、
何
れ
か
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

　
（
４
）
景
観
の
時
期

　

も
し
応
岸
が
自
身
の
少
年
期
に
失
わ
れ
た
過
去
の
景
色
を
懐
古
し
て
、
あ
る
い
は
自
身
の
生

ま
れ
る
よ
り
も
昔
に
失
わ
れ
て
い
た
過
去
の
景
色
を
想
像
し
て
描
い
た
の
で
あ
る
な
ら
、
景
色

に
歪
み
が
生
じ
る
の
も
当
然
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
樺
崎
の
住
吉
神
社
と
宇
和
島
城
と
の
位
置
関
係
を
考
え
る
な
ら
、
画
中
の
搦
手
門

は
城
の
南
側
で
は
な
く
、
や
や
西
側
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
方
角
に
狂
い
が
生
じ
て
い
る
。

ま
た
、
搦
手
門
の
前
に
あ
る
狭
い
陸
地
は
、
城
の
北
側
の
陸
地
ま
で
真
直
ぐ
に
迫
り
、
橋
で
繋

が
っ
て
い
る
。
城
が
陸
地
に
囲
ま
れ
て
い
る
状
態
は
、
応
岸
が
生
き
て
い
た
時
代
の
現
実
で
は

あ
っ
た
が
、
安
永
年
間
以
前
に
は
発
生
し
て
い
な
か
っ
た
地
形
で
あ
る
。
陸
地
の
狭
さ
は
、
城

が
海
に
面
し
て
い
た
時
代
の
姿
を
連
想
さ
せ
る
が
、
反
面
、
陸
地
が
城
を
取
り
囲
ん
で
い
る
状

態
は
、
大
規
模
な
埋
立
に
よ
っ
て
城
が
海
か
ら
遠
ざ
か
り
つ
つ
あ
る
の
を
感
じ
さ
せ
る
。

　

要
す
る
に
、
画
中
の
地
形
の
造
形
は
厳
密
な
考
証
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
地
形
に
つ
い

て
も
景
観
年
代
に
つ
い
て
も
混
乱
を
見
せ
て
い
る
。
応
岸
は
眼
前
に
現
実
に
見
る
こ
と
の
で
き

た
景
色
を
描
く
の
で
は
な
く
、
失
わ
れ
た
過
去
の
景
色
を
描
こ
う
と
し
た
に
相
違
な
い
が
、
描

き
た
い
過
去
の
景
色
に
つ
い
て
史
料
や
正
確
な
情
報
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ

た
に
相
違
な
い
。
そ
も
そ
も
、
様
々
な
時
代
の
宇
和
島
城
下
の
地
形
の
変
遷
に
つ
い
て
史
料
を

収
集
し
て
解
明
す
る
こ
と
自
体
が
、
今
日
の
歴
史
学
の
成
果
だ
ろ
う
（
註
20
）。
正
確
な
地
図
を

入
手
す
る
こ
と
自
体
が
難
し
か
っ
た
よ
う
な
時
代
の
人
で
あ
る
応
岸
が
、
生
ま
れ
育
っ
た
町
の

地
形
の
変
遷
に
つ
い
て
不
正
確
な
情
報
し
か
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
む
し
ろ

当
然
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
も
な
お
、
応
岸
が
一
体
ど
の
時
代
の
宇
和
島
の
景
色
を
描
き
た
か
っ
た
の
か
？
と
い

う
問
題
は
、
思
案
す
る
に
値
し
よ
う
。

　

指
標
に
な
る
の
は
樺
崎
住
吉
神
社
の
周
辺
の
様
子
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
画
中
の
住
吉
山
は

海
に
面
し
て
い
て
島
の
よ
う
で
も
あ
り
、
城
下
町
か
ら
住
吉
山
ま
で
の
間
は
寂
し
げ
な
道
が
長

く
続
き
、
こ
の
道
は
広
大
な
海
に
面
し
て
い
る
。
現
在
の
地
形
と
は
余
り
に
も
異
な
る
。

　

再
び
古
地
図
を
参
照
す
れ
ば
、
安
永
五
年
の
《
宇
和
島
城
下
絵
図
》
で
は
既
に
、
須
賀
川
か

ら
樺
崎
ま
で
の
海
岸
に
お
い
て
大
規
模
な
干
拓
、
新
田
の
造
成
が
進
ん
で
い
て
、
現
在
の
地
形

に
近
付
い
て
い
る
が
、
元
禄
十
六
年
の
《
宇
和
島
城
下
屋
敷
割
絵
図
》
で
は
、
須
賀
川
か
ら
樺
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崎
ま
で
の
海
岸
は
自
然
本
来
の
地
形
を
留
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
応
岸
は
明
確
に
そ
れ
に

近
い
海
岸
線
を
再
現
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
応
岸
は
少
な
く
と
も
元
禄
年
間
ま
で
は
見
る
こ
と

の
で
き
た
宇
和
島
城
下
の
様
子
を
描
き
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三　

左
隻
の
風
景

　
（
１
）
富
士
山

　

右
隻
で
は
城
の
近
く
か
ら
海
を
見
て
い
る
が
、
左
隻
で
は
海
か
ら
大
都
市
を
望
ん
で
い
る
。

視
点
が
異
な
る
わ
け
だ
が
、
印
象
の
違
い
は
視
点
の
差
の
み
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
景
色
の
別

に
よ
る
も
の
で
も
あ
る
の
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
右
隻
の
景
色
が
宇
和
島
城
下
で
あ
る
な
ら
、
左

隻
の
景
色
は
宇
和
島
城
下
で
は
な
い
。

　

像
主
を
見
定
め
る
際
の
指
標
に
な
る
の
は
、
画
面
の
左
端
、
屏
風
の
六
扇
目
の
上
方
に
あ
る

白
く
秀
麗
な
山
の
姿
で
あ
る
。
こ
れ
が
富
士
山
を
表
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
ゆ
え
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
富
士
山
以
東
の
都
市
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
富
士
山
を

海
か
ら
こ
の
よ
う
に
眺
め
る
こ
と
の
で
き
る
都
市
は
ど
こ
だ
ろ
う
か
。
富
士
山
か
ら
東
へ
遠
く

隔
た
っ
て
い
る
江
戸
に
お
い
て
は
、
遥
か
西
の
方
角
へ
目
を
向
け
な
い
限
り
、
そ
の
姿
を
遠
望

で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
は
あ
る
が
、
反
面
、
富
士
山
は
江
戸
の
風
景
の
一
部
を
な
し
て
も
い
た
。

そ
の
こ
と
は
江
戸
の
名
所
を
描
い
た
浮
世
絵
の
遠
景
に
時
折
そ
の
姿
が
登
場
す
る
こ
と
か
ら
も

明
ら
か
で
あ
る
。
画
中
の
方
角
に
狂
い
が
あ
る
と
し
て
も
、
富
士
山
を
遠
く
に
眺
め
る
こ
と
の

で
き
る
都
市
と
し
て
は
、
江
戸
を
想
定
し
て
お
く
の
が
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
の

と
こ
ろ
、
宇
和
島
の
人
が
宇
和
島
城
下
と
対
比
し
て
ど
こ
か
の
都
市
を
描
こ
う
と
し
た
場
合
、

最
も
分
か
り
易
い
対
比
の
相
手
は
、
藩
主
が
邸
宅
を
構
え
て
大
勢
の
藩
士
も
居
住
し
て
い
た
江

戸
の
他
に
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
、
左
隻
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
江
戸
で
あ
る
と
想
定
し
た
上
で
、
画
中
に
描
か
れ
て

い
る
要
素
を
概
観
し
て
み
る
。
そ
れ
で
矛
盾
な
く
概
観
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
こ
こ
に
描
か

れ
て
い
る
都
市
は
、
江
戸
に
し
て
は
少
々
寂
し
い
景
観
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
確
か
に
江
戸

で
あ
り
得
る
と
認
め
ら
れ
よ
う
。

　
（
２
）
江
戸
名
所

　

こ
の
都
市
は
屏
風
の
六
扇
目
か
ら
一
扇
目
に
か
け
て
広
々
と
描
か
れ
て
い
る
が
、
六
扇
目
か

ら
見
て
ゆ
く
と
き
先
ず
目
を
引
く
の
は
五
扇
目
に
描
か
れ
た
大
き
な
河
川
と
橋
だ
ろ
う
。
橋
の

左
手
を
見
れ
ば
、
五
扇
目
か
ら
六
扇
目
に
か
け
て
、
海
辺
に
は
船
着
き
場
が
あ
っ
て
働
く
人
の

姿
も
あ
り
、
そ
の
奥
に
は
沢
山
の
家
屋
が
並
ん
で
、
さ
ら
に
奥
の
小
高
い
山
に
は
立
派
な
寺
院

が
あ
る
。
橋
を
渡
る
人
影
の
小
さ
さ
は
橋
と
河
川
の
大
き
さ
を
想
像
さ
せ
る
。
そ
う
で
あ
る
な

ら
、
河
川
は
隅
田
川
で
あ
り
、
橋
は
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）、
箱
崎
か
ら
深
川
佐
賀
町
へ
架

橋
さ
れ
た
永
代
橋
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
寺
院
は
、
小
高
い
山
の
上
に
あ
る
か
ら
、
浅
草
寺

で
は
な
く
寛
永
寺
で
あ
る
と
見
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
橋
の
手
前
に
、
海
へ
迫
り
出
し
た
砂
浜

が
あ
り
、
桟
橋
が
伸
び
て
い
る
の
は
、
佃
の
渡
し
場
を
表
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
佃
島
を

や
や
誤
解
し
た
形
で
表
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

永
代
橋
を
渡
っ
た
先
に
は
大
き
な
邸
宅
が
あ
る
。
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
秋
改
正
の
尾
張

屋
板
の
江
戸
切
絵
図
（
註
21
）
を
見
れ
ば
、
こ
の
近
辺
に
は
松
平
下
総
守
や
松
平
駿
河
守
等
の
広

壮
な
大
名
屋
敷
が
あ
っ
た
と
判
る
。
さ
ら
に
進
ん
で
、
屏
風
の
四
扇
目
の
左
側
で
は
、
材
木
を

高
く
立
て
並
べ
た
場
所
が
目
立
つ
。
深
川
木
場
で
あ
る
に
相
違
な
い
。

　

そ
こ
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
、
四
扇
目
の
右
側
に
は
、
黒
い
煙
を
幾
筋
も
立
ち
上
ら
せ
た
場
所

が
見
え
る
。
何
だ
ろ
う
か
。
白
い
砂
山
の
よ
う
な
も
の
か
ら
出
て
い
る
煙
は
、
塩
を
焼
く
煙
の

よ
う
で
も
あ
る
。
江
戸
の
東
の
方
角
で
塩
業
を
営
ん
だ
町
と
し
て
は
行
徳
が
知
ら
れ
る
。
江
戸

名
所
図
会
に
は
「
こ
の
地
の
塩
鍋
は
、
そ
の
製
他
に
越
え
堅
強
に
し
て
保
つ
こ
と
久
し
と
ぞ
。

東
八
州
こ
と
ご
と
く
こ
れ
を
用
ひ
て
食
料
の
用
と
す
」
と
解
説
さ
れ
て
い
る
（
註
22
）。
四
扇
目

に
描
か
れ
て
い
る
こ
の
煙
は
、
行
徳
の
汐
浜
と
塩
竃
の
煙
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

屏
風
の
六
扇
目
か
ら
四
扇
目
に
か
け
て
、
上
野
の
寛
永
寺
か
ら
隅
田
川
、
永
代
橋
、
深
川
木

場
を
経
て
行
徳
塩
浜
ま
で
の
様
子
を
眺
望
し
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
か
な
り
広
大
な
地
域
を
小

さ
く
圧
縮
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
一
応
は
辻
褄
が
合
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。
そ

し
て
六
扇
目
の
下
の
方
に
描
か
れ
た
三
人
の
釣
り
人
の
い
る
埠
頭
や
、
一
扇
目
と
二
扇
目
に
見
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え
る
桜
と
松
の
林
は
、
彼
方
に
あ
る
江
戸
城
下
と
の
位
置
関
係
か
ら
考
え
る
な
ら
、
品
川
を
表

し
て
い
る
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
以
上
の
よ
う
に
解
釈
し
た
場
合
、
江
戸
と
呼
べ
る
地
域
は
六
扇
目
か
ら
四
扇
目

ま
で
の
間
に
収
ま
っ
て
い
て
、
四
扇
目
か
ら
一
扇
目
ま
で
の
間
に
広
々
と
描
か
れ
て
い
る
の
は
、

江
戸
で
は
な
く
下
総
国
で
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
左

隻
を
江
戸
図
と
名
付
け
る
の
が
妥
当
で
あ
る
の
か
も
気
に
か
か
る
が
、
今
は
、
宇
和
島
城
下
と

対
比
さ
れ
る
景
色
と
し
て
見
る
立
場
か
ら
、
江
戸
図
と
名
付
け
て
お
き
た
い
。

　

こ
の
場
合
で
も
、
四
扇
目
か
ら
一
扇
目
に
か
け
て
描
か
れ
た
景
色
は
下
総
国
の
特
徴
を
捉
え

て
い
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
は
あ
る
が
、
三
扇
目
か
ら
二
扇
目
に
か
け
て
特
徴

の
乏
し
い
景
色
が
続
い
て
い
る
点
や
、
そ
の
景
色
も
一
扇
目
に
お
い
て
不
意
に
途
絶
え
、
房
総

半
島
が
描
か
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
そ
も
そ
も
下
総
国
の
特
徴
を

捉
え
よ
う
と
し
て
い
た
気
配
は
窺
え
な
い
。
恐
ら
く
応
岸
は
、
江
戸
の
賑
わ
い
を
強
調
し
つ
つ
、

画
面
を
少
し
で
も
賑
や
か
に
埋
め
る
た
め
、
行
徳
塩
浜
か
ら
さ
ら
に
先
へ
、
都
市
の
景
色
を
延

長
さ
せ
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
そ
こ
が
江
戸
で
は
な
い
と
い
う
事
実
に
も
気
付
い
て
い

な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
に
し
ろ
江
戸
名
所
図
会
を
見
れ
ば
、
江
戸
の
範
囲
に
は
周
辺

の
地
域
も
含
ま
れ
て
い
て
、
行
徳
か
ら
先
の
各
地
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
（
３
）
描
写
の
意
欲
の
行
方

　

六
扇
目
か
ら
四
扇
目
に
か
け
て
描
か
れ
た
隅
田
川
か
ら
行
徳
塩
浜
ま
で
の
景
色
が
、
極
度
に

圧
縮
さ
れ
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
点
を
見
て
も
、
応
岸
が
江
戸
城
下
や
近
辺
の
様
子
を
現
実
に

即
し
て
正
確
に
描
こ
う
と
し
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
応
岸
が
江
戸
の
景
色
を
見

た
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
も
疑
わ
し
い
。
彼
は
商
人
で
あ
っ
て
藩
士
で
は
な
い
か
ら
、
参

勤
交
代
で
江
戸
へ
赴
く
機
会
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
維
新
後
も
、
そ
の
よ
う
な
機
会
が
あ
っ

た
の
か
ど
う
か
、
例
え
ば
内
国
絵
画
共
進
会
の
際
に
で
も
東
京
へ
旅
行
し
た
の
か
ど
う
か
は
定

か
で
は
な
い
。
無
論
、
た
と
え
現
地
を
見
る
機
会
が
全
く
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
江
戸
切
絵
図

や
江
戸
名
所
図
会
、
浮
世
絵
等
も
参
照
す
れ
ば
、
江
戸
の
景
色
を
そ
れ
ら
し
く
描
写
す
る
こ
と

も
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
し
か
る
に
、
こ
の
作
品
を
見
る
限
り
、
応
岸
が
江
戸
の
景
観

を
詳
し
く
表
現
し
た
い
と
の
意
図
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
よ
う
に
は
見
受
け
な
い
。

　

そ
う
で
あ
る
な
ら
、
左
隻
に
お
け
る
応
岸
の
狙
い
は
、
大
都
市
の
姿
を
描
写
す
る
こ
と
自
体

に
は
な
く
、
都
市
の
大
き
さ
を
感
じ
さ
せ
る
程
度
の
こ
と
に
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
狙
い
に
お
い
て
特
に
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
の
が
、
二
扇
目
か
ら
三
扇
目
に
か
け
て
画
面

の
下
の
方
に
描
か
れ
た
小
さ
な
舟
で
あ
る
。
舟
は
様
々
な
人
々
で
賑
わ
っ
て
い
る
。
猿
回
し
の

猿
を
連
れ
た
旅
芸
人
の
一
座
が
い
る
か
と
思
え
ば
、
富
裕
な
家
族
も
い
る
。
侍
が
い
る
か
と
思

え
ば
、
尼
僧
や
隻
眼
の
僧
も
い
る
。
互
い
に
何
の
関
係
も
な
さ
そ
う
な
人
々
が
同
じ
舟
に
乗
っ

て
、
江
戸
城
下
へ
向
け
て
海
上
を
移
動
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
人
口
が
集
中
す
る

と
と
も
に
情
報
や
富
や
文
化
も
集
中
す
る
の
が
都
市
の
本
性
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
小
さ
い
な
が

ら
も
賑
や
か
な
舟
の
存
在
は
、
江
戸
城
下
を
殆
ど
描
写
し
よ
う
と
も
し
て
い
な
い
作
品
の
中
に
、

江
戸
の
賑
わ
い
を
さ
り
気
な
く
も
雄
弁
に
表
現
す
る
要
素
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

結
　

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
通
り
、
本
稿
の
主
人
公
で
あ
る
六
曲
屏
風
一
双
に
お
い
て
応
岸
は
右

隻
に
宇
和
島
、
左
隻
に
江
戸
を
表
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
景
観
を
現
実
に

即
し
て
正
確
に
描
こ
う
と
し
た
と
は
思
え
な
い
。
宇
和
島
図
で
は
、
応
岸
が
生
ま
れ
る
よ
り
も

か
な
り
昔
の
景
観
を
想
像
し
て
描
こ
う
と
し
た
よ
う
に
見
え
る
の
に
対
し
、
江
戸
図
で
は
、
景

観
そ
の
も
の
に
殆
ど
関
心
を
払
っ
て
い
な
い
よ
う
に
も
見
受
け
る
。

　

左
右
の
両
隻
の
絵
を
支
配
す
る
こ
の
不
条
理
を
解
決
し
得
る
た
め
に
は
、
こ
の
屏
風
を
、
過

ぎ
去
り
ゆ
く
時
代
の
宇
和
島
の
栄
華
を
礼
讃
す
る
た
め
の
作
品
と
し
て
解
す
る
の
が
妥
当
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
右
隻
は
過
去
の
宇
和
島
城
下
を
想
像
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
往
時
の
繁
栄
に
想

い
を
馳
せ
、
対
す
る
左
隻
は
江
戸
の
賑
わ
い
を
表
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
と
並
べ
ら
れ
る
宇
和

島
の
繁
栄
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
解
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
解
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
作
品
の
制
作
時
期
を
想
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

幕
末
ま
で
に
制
作
さ
れ
た
の
か
、
明
治
維
新
後
に
制
作
さ
れ
た
の
か
の
別
に
よ
っ
て
、
城
と
い

う
存
在
の
意
味
が
異
な
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
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し
か
る
に
款
記
に
制
作
年
を
伴
っ
た
応
岸
の
作
例
が
殆
ど
見
当
た
ら
な
い
現
在
、
画
風
や
落

款
の
書
風
か
ら
時
期
を
推
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
先
に
言
及
し
た
紙
本
着
色
《
七
夕
図
》
一

幅
を
蔵
す
る
今
治
の
法
華
寺
に
は
、
他
に
も
紙
本
着
色
《
鴛
鴦
図
》
一
幅
、
絹
本
墨
画
淡
彩
《
虎

図
》
一
幅
、
紙
本
墨
画
淡
彩
《
松
鷹
図
》
一
幅
が
あ
る
が
、
何
れ
に
も
制
作
年
は
記
さ
れ
て
い

な
い
。
書
風
に
注
目
し
て
比
較
す
る
な
ら
、
作
品
に
よ
っ
て
文
字
の
形
や
筆
勢
に
多
少
の
差
異

が
あ
る
の
は
認
め
ら
れ
る
が
、
概
ね
同
一
の
書
体
や
癖
を
示
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
そ
こ
に

様
式
の
変
遷
を
見
出
し
て
よ
い
か
を
判
断
す
る
に
は
、
現
時
点
で
は
材
料
が
足
り
て
い
な
い
。

　

と
は
い
え
、
こ
の
屏
風
に
関
し
て
は
、
幸
い
に
も
判
断
の
材
料
と
な
る
貴
重
な
作
例
が
あ
る
。

明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
）、
応
岸
六
十
八
歳
の
と
き
、
山
神
王
神
社
に
奉
納
さ
れ
た
応
岸
筆

の
大
絵
馬
《
石
橋
山
大
合
戦
図
》
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、こ
の
大
絵
馬
の
落
款
は
《
宇

和
島
・
江
戸
図
屏
風
》
の
落
款
に
近
い
。
こ
の
こ
と
は
二
つ
の
作
品
の
制
作
時
期
が
大
き
く
離

れ
て
は
い
な
い
こ
と
を
物
語
る
と
推
察
さ
せ
得
る
。
ゆ
え
に
《
宇
和
島
・
江
戸
図
屏
風
》
は
明

治
後
期
の
、
応
岸
の
円
熟
期
に
制
作
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
江
戸
時
代
が
遠
く
過
ぎ
去
ろ
う

と
し
て
い
た
時
期
に
他
な
ら
な
い
。

　

明
治
後
期
の
宇
和
島
城
の
様
子
を
伝
え
る
古
写
真
が
あ
る
（
註
23
）。
天
守
の
手
前
に
は
「
御

台
所
」
と
呼
ば
れ
る
大
き
な
建
物
が
な
い
。
搦
手
門
と
石
垣
と
豊
後
橋
は
あ
る
が
、
石
垣
の
上

に
は
土
塀
が
な
い
。
天
守
の
周
辺
に
も
、
搦
手
の
石
垣
の
上
に
も
、
雑
草
が
生
い
茂
っ
て
い
る
。

城
を
維
持
管
理
す
る
主
の
不
在
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
写
真
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
実
際
に
も
城

の
主
が
不
在
だ
っ
た
に
等
し
い
時
期
が
あ
っ
た
。

　

明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
の
版
籍
奉
還
の
と
き
、
宇
和
島
城
は
他
の
全
国
の
城
郭
と
同
じ
く

太
政
官
の
管
轄
下
に
移
り
、
明
治
四
年
の
廃
藩
置
県
の
と
き
に
は
兵
部
省
の
管
轄
下
に
移
っ
て

城
主
の
伊
達
家
か
ら
離
れ
て
い
た
。
や
が
て
陸
軍
省
は
全
国
の
城
郭
の
存
廃
に
つ
い
て
検
討
し
、

明
治
六
年
、宇
和
島
城
は
陸
軍
省
の
営
所
と
し
て
「
存
城
」
と
認
め
ら
れ
、「
廃
城
」
を
免
れ
た
が
、

同
年
、
神
山
県
と
石
鉄
県
の
合
併
に
よ
る
愛
媛
県
の
設
置
に
伴
っ
て
県
内
の
軍
事
拠
点
は
松
山

城
に
決
ま
り
、
明
治
十
年
に
は
宇
和
島
城
に
代
わ
っ
て
松
山
城
に
営
所
が
設
置
さ
れ
た
。
明
治

二
十
一
年
、
陸
軍
省
は
連
隊
を
設
置
し
て
い
な
か
っ
た
城
郭
の
払
い
下
げ
を
企
図
し
、
宇
和
島

城
に
つ
い
て
は
広
島
銀
行
へ
三
万
円
で
払
い
下
げ
よ
う
と
し
た
が
、
翌
年
、
宇
和
島
町
の
住
民

の
間
に
城
郭
を
共
有
財
産
と
し
て
保
存
す
る
た
め
の
運
動
が
起
こ
っ
て
、
明
治
二
十
三
年
二
月

二
十
一
日
、
宇
和
島
城
は
旧
城
主
の
伊
達
家
へ
九
千
九
百
円
で
払
い
下
げ
ら
れ
た
。
伊
達
宗
城

が
陸
軍
省
に
提
出
し
た
「
旧
城
郭
御
払
下
願
」
に
は
、
払
い
下
げ
を
願
う
理
由
と
し
て
「
家
祖

開
興
ノ
旧
蹟
ニ
係
リ
、
古
木
鬱
蒼
頗
ル
幽
致
ヲ
存
シ
、
永
世
保
存
可
致
勝
区
ニ
候
間
」
と
記
さ

れ
て
い
た
か
ら
、
こ
れ
は
宇
和
島
町
民
の
期
待
に
応
え
る
結
果
だ
っ
た
と
言
え
る
（
註
24
）。

　

と
は
い
え
、
陸
軍
省
の
管
轄
下
に
あ
り
な
が
ら
営
所
を
設
置
さ
れ
な
か
っ
た
間
に
、
城
郭
の

荒
廃
は
進
行
し
て
い
た
に
相
違
な
い
。
十
数
年
を
経
て
城
は
旧
主
の
手
に
戻
っ
た
が
、
藩
と
い

う
基
盤
を
失
っ
た
城
が
、
直
ち
に
昔
日
の
勇
姿
を
取
り
戻
し
得
る
は
ず
も
な
い
。
古
写
真
か
ら

も
窺
え
る
明
治
期
の
宇
和
島
城
の
寂
し
げ
な
姿
は
、
伊
達
侯
の
居
城
だ
っ
た
時
代
を
知
る
人
の

眼
に
は
痛
切
な
喪
失
感
を
与
え
た
ろ
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

　

江
戸
時
代
後
期
に
生
ま
れ
て
明
治
後
期
ま
で
生
き
た
応
岸
は
そ
の
よ
う
な
変
化
を
眼
に
し
て

い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
喪
失
感
が
《
宇
和
島
・
江
戸
図
屏
風
》
の
制
作
に
も
反
映
さ

れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
画
中
の
搦
手
門
が
端
整
な
姿
を
見
せ
、
よ
く
維
持
管
理

さ
れ
、
豊
後
橋
に
は
行
き
交
う
人
の
影
も
あ
る
の
は
、
現
実
の
衰
退
に
対
す
る
違
和
感
か
ら
、

往
時
の
繁
栄
を
想
像
し
た
結
果
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
応
岸
一
人
の
思
い
だ
け
が
作
品
に
表
出
さ
れ
て
い
る
と
想
定
す
る
の
は
適
切
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
旧
体
制
時
代
に
画
道
を
学
ん
だ
応
岸
が
、
ま
る
で
近
代
芸
術
家
の
よ
う
に
自
身

の
感
情
や
思
想
や
個
性
の
表
出
の
み
を
目
指
し
て
大
作
を
制
作
し
た
は
ず
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。
恐
ら
く
は
何
者
か
の
需
め
に
応
じ
て
制
作
し
た
は
ず
だ
が
、
こ
の
屏
風
を
発
注
し
た
の
が

何
者
で
あ
る
か
は
判
ら
な
い
。
し
か
し
、応
岸
の
三
好
家
と
同
じ
よ
う
な
宇
和
島
の
商
家
で
あ
っ

た
な
ら
、
城
の
荒
廃
を
遺
憾
に
感
じ
て
い
た
に
相
違
な
い
。
明
治
二
十
二
年
の
宇
和
島
町
民
の

間
に
、
旧
主
の
伊
達
家
を
も
巻
き
込
ん
だ
宇
和
島
城
の
保
存
運
動
が
盛
り
上
が
っ
た
事
実
は
、

城
の
本
来
の
姿
を
慕
う
者
が
多
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

明
治
期
の
、
現
実
の
城
が
十
全
に
は
管
理
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
様
子
を
眼
前
に
し
な
が
ら
、

む
し
ろ
そ
れ
に
反
し
て
、
本
来
の
主
の
下
に
あ
っ
た
昔
日
の
栄
華
に
想
い
を
馳
せ
、
理
想
の
姿
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を
想
像
し
て
画
中
に
再
現
し
て
み
せ
る
こ
と
。
そ
れ
こ
そ
が
《
宇
和
島
・
江
戸
図
屏
風
》
の
発

注
者
と
応
岸
の
意
図
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
宇
和
島
城
の
手
前
の
岸
辺
に
紅
白
の
花

が
咲
く
様
子
は
桃
源
郷
を
連
想
さ
せ
、
海
の
彼
方
の
、
樺
崎
住
吉
神
社
へ
向
け
て
延
び
る
道
路

が
西
湖
図
の
類
を
連
想
さ
せ
る
こ
と
等
も
踏
ま
え
る
な
ら
、
実
在
の
景
色
に
雅
の
詩
情
を
見
出

し
、
理
想
郷
を
重
ね
て
見
る
趣
向
も
凝
ら
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
（
註
25
）。

　

応
岸
が
何
を
思
っ
て
作
画
に
励
み
、
ど
の
よ
う
な
作
品
を
制
作
し
て
、
そ
れ
が
伊
達
宗
徳
を

は
じ
め
、
同
時
代
の
人
々
に
ど
の
よ
う
に
歓
迎
さ
れ
た
の
か
。
検
証
と
顕
彰
が
必
要
で
あ
り
、

今
回
の
こ
の
屏
風
の
発
見
を
機
に
、
今
後
、
応
岸
や
父
の
応
山
に
つ
い
て
作
品
や
史
料
を
少
し

で
も
多
く
発
見
し
て
ゆ
く
よ
う
に
努
め
た
い
。

註（
1
）　

愛
媛
新
聞
社
編
『
伊
予
の
絵
馬
』（
一
九
七
六
年
）、
一
四
〇
頁
、
一
四
三
頁
。

（
2
）　
『
農
商
務
省
博
覽
會
掛
版　

第
二
回
内
國
繪
畫
共
進
會　

出
品
人
畧
譜
』（
一
八
八
四
年
五
月
）、
二
五
三
丁
。
東

京
文
化
財
研
究
所
編
纂
『
近
代
日
本
ア
ー
ト
・
カ
タ
ロ
グ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
０
０
４
』（
二
〇
〇
一
年
）
所
収
。

（
3
）　
『
農
商
務
省
版 

改
正 

繪
畫
出
品
目
録
』（
一
八
八
二
年
十
月
）、
三
一
六
頁
。『
近
代
日
本
ア
ー
ト
・
カ
タ
ロ
グ
・

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
０
０
１
』（
二
〇
〇
一
年
）
所
収
。

（
4
）　
『
農
商
務
省
版 

第
二
回 

繪
畫
出
品
目
録
』（
一
八
八
四
年
四
月
）、
六
八
頁
。『
近
代
日
本
ア
ー
ト
・
カ
タ
ロ
グ
・

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
０
０
３
』（
二
〇
〇
一
年
）
所
収
。

（
5
）　

諸
橋
轍
次
『
大
漢
和
辞
典
』
巻
四
（
修
訂
第
二
版
）、
一
〇
二
三
九
番
。

（
6
）　

愛
媛
県
教
育
協
会
北
宇
和
部
会
編
『
宇
和
島
吉
田
両
藩
誌
』（
一
九
一
七
年
）、
一
〇
一
三
頁
。

（
7
）　

兵
頭
賢
一
『
南
豫
遺
香
』（
一
九
一
五
年
四
月
二
十
日
）、
一
〇
五
頁
。

（
8
）　

前
掲
『
南
豫
遺
香
』、
六
〇
頁
。

（
9
）　

河
野
是
山「
伊
豫
繪
畫
概
説
」、『
伊
豫
史
談
』第
九
十
号（
一
九
三
七
年
四
月
二
十
五
日
、第
二
十
三
巻
第
二
号
）、

二
〇
頁
。

な
お
、
同
書
で
は
三
好
応
山
に
つ
い
て
「
宇
和
島
の
本
町
の
人
、
通
稱
三
郎
兵
衞
と
云
ふ
。
家
業
の
傍
ら
畫
を

土
佐
派
春
日
鉄
山
（
此
人
不
詳
）
に
學
ぶ
。
最
も
人
物
畫
に
長
ず
、
明
治
十
二
年
歿
年
五
十
八
。」
と
説
明
し
、

三
好
応
岸
に
つ
い
て
は
「
應
山
の
子
に
し
て
又
八
郎
と
稱
し
、
父
に
継
き
繪
畫
に
巧
な
り
。
屢
々
宇
和
島
藩
主

の
知
遇
を
受
く
、
明
治
四
十
二
年
歿
年
七
十
八
。」
と
説
明
し
て
い
る
。

（
10
）　

金
井
紫
雲
『
花
鳥
研
究
』（
一
九
三
六
年
十
月
二
十
五
日
）、
三
〇
七
│
三
一
九
頁
。

（
11
）　

丸
亀
市
立
郡
家
小
学
校
創
立
百
周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
編
『
丸
亀
市
立
郡
家
小
学
校
創
立
百
周
年
記
念
誌

『
郡
家
』
百
年
の
歩
み
』（
一
九
九
三
年
十
月
一
日
）、
二
八
三
頁
。

同
書
に
は
、
大
西
雪
溪
の
自
筆
の
履
歴
書
が
図
版
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
明
治
十
七
年
五
月
二
十
一
日
に
書
か

れ
て
い
る
か
ら
、
同
年
同
月
刊
行
の
『
第
二
回
内
国
絵
画
共
進
会
出
品
人
略
譜
』
の
た
め
の
原
稿
で
は
な
い
。

何
か
他
の
栄
典
に
で
も
関
係
す
る
書
類
だ
ろ
う
か
。
第
一
級
の
史
料
で
あ
り
、
興
味
深
い
内
容
を
含
ん
で
い
る

の
で
、
小
さ
く
不
鮮
明
な
図
版
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
に
試
に
読
ん
で
お
く
。
な
お
、
文
中
二
箇
所
に
割
注
が
あ

る
の
で
、
何
れ
も
﹇　

﹈
内
に
入
れ
る
。

「
履
歴
書

私
義
文
政
十
二
年
三
月
齢
十
七
歳
之
時
ヨ
リ
繪
畫
ニ
志
シ
讃
岐
國
那
珂
郡
苗
田
村
大
原
東
埜
之
門
ニ
入
リ
天
保

九
年
九
月
迄
九
箇
年
四
箇
月
間
北
畫
ヲ
學
ヒ
仝
十
年
正
月
ヨ
リ
画
風
ヲ
轉
シ
テ
能
登
國
﹇
郡
村
名
姓
名
不
詳
﹈

龍
嶂
﹇
当
地
來
遊
之
際
﹈
ニ
随
ヒ
弘
化
四
年
十
二
月
迄
九
箇
年
間
圓
山
派
ヲ
學
ヒ
後
又
嘉
永
六
年
五
月
ヨ
リ
西

京
姉
ケ
小
路
中
島
來
章
之
門
ニ
入
リ
安
政
三
年
四
月
迄
三
ヶ
年
間
仝
派
ヲ
研
究
シ
爾
後
仝
流
之
古
人
ニ
シ
テ
妙

三好応岸筆《宇和島・江戸図屏風》考
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手
ヲ
得
タ
ル
處
ニ
縁
リ
勉
励
ス

明
治
十
五
年
八
月
東
京
繪
畫
共
進
會
ニ
三
葉
ヲ
出
品
ス
同
十
六
年
一
月
宮
内
省
御
用
被
仰
付
御
掛
物
御
屏
風
等

畫
ヲ
認
メ
仝
年
十
一
月
ニ
奉
候
明
治
十
七
年
一
月
東
京
第
二
回
繪
畫
共
進
會
ニ
繪
畫
貮
葉
ヲ
出
品
ス

右
之
通
ニ
御
坐
候
也

　
　

愛
媛
縣
讃
岐
國
那
珂
郡
郡
家
村

明
治
十
七
年
五
月
廿
一
日　

大
西
源
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

号
雪
渓
」。

雪
溪
の
師
と
し
て
能
登
の
龍
嶂
が
登
場
す
る
。
京
都
で
絵
を
学
び
、
高
松
藩
の
絵
師
を
勤
め
た
の
ち
京
都
の
仁

和
寺
に
仕
え
た
泉
龍
嶂
の
こ
と
だ
ろ
う
。
同
書
で
は
雪
溪
が
能
登
に
赴
い
た
か
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
が
、

同
書
所
載
の
こ
の
履
歴
書
に
も
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
龍
嶂
が
讃
岐
に
赴
任
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点

で
は
雪
溪
の
略
伝
も
一
部
訂
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
12
）　

兵
部
省
海
軍
部
水
路
局
『
大
日
本
海
岸
実
測
図
』
第
六
十
八
号
「
伊
予
宇
和
島
湾
」（
一
八
七
七
年
）、
国
立
公

文
書
館
蔵
。
同
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
所
収
。

（
13
）　

大
石
慎
三
郎
監
修
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
三
九
巻　

愛
媛
県
の
地
名
』（
一
九
八
〇
年
）、
六
五
四
頁
の
下
段
、

六
四
六
頁
の
上
段
。

（
14
）　

伊
予
史
談
会
蔵
。
愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
の
平
成
二
十
二
年
度
特
別
展
図
録
『
伊
予
の
城
め
ぐ
り
―
近
世
城

郭
の
誕
生
』（
二
〇
一
〇
年
）、
図
六
三
（
三
六
│
三
七
頁
）。

（
15
）　

伊
予
史
談
会
蔵
。
前
掲
『
伊
予
の
城
め
ぐ
り
』、
図
六
五
（
三
九
頁
）。

（
16
）　

愛
媛
県
立
図
書
館
蔵
。
前
掲
『
伊
予
の
城
め
ぐ
り
』、
図
六
七
（
四
二
│
四
三
頁
）。

（
17
）　

愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
蔵
。
前
掲
『
伊
予
の
城
め
ぐ
り
』、
図
六
八
（
四
四
頁
）。

（
18
）　

宇
和
島
市
立
伊
達
博
物
館
蔵
。
前
掲
『
伊
予
の
城
め
ぐ
り
』、図
六
六
（
四
〇
│
四
一
頁
）。
解
説
文
は
一
二
六
頁
。

（
19
）　

前
掲
『
伊
予
の
城
め
ぐ
り
』、
一
二
七
頁
（
図
七
四
の
解
説
）。

（
20
）　

例
え
ば
、
前
掲
『
伊
予
の
城
め
ぐ
り
』。

ま
た
、
松
山
城
下
に
関
し
て
は
、
愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
が
新
発
見
の
《
松
山
城
下
図
屏
風
》
を
収
蔵
し
、

平
成
二
十
六
年
七
月
十
二
日
か
ら
八
月
三
十
一
日
に
か
け
て
開
催
し
た
企
画
展
「
松
山
城
下
図
屏
風
の
世
界
」

に
お
い
て
一
般
公
開
す
る
と
と
も
に
、
様
々
な
松
山
城
下
の
絵
図
や
建
築
の
図
面
等
と
照
合
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、元
禄
時
代
の
景
観
を
詳
細
に
解
明
し
た
。
愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
の
平
成
二
十
六
年
テ
ー
マ
展
図
録
『
松

山
城
下
図
屏
風
の
世
界
』（
二
〇
一
四
年
）。
同
書
の
執
筆
者
で
も
あ
り
、
屏
風
の
発
見
者
で
あ
る
井
上
淳
氏
を

中
心
と
し
た
今
後
さ
ら
な
る
研
究
の
進
展
が
待
た
れ
る
。

（
21
）　

文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
秋
改
正
『
本
所
深
川
繪
圖
』、
戸
松
昌
訓
図
之
、
板
元
は
麹
町
六
丁
目
の
尾
張
屋
清
七
。

古
地
図
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
別
冊
『
切
絵
図
・
現
代
図
で
歩
く　

江
戸
東
京
散
歩
』（
二
〇
〇
九
年
）、
五
二
頁
。

（
22
）　

市
古
夏
生
・
鈴
木
健
一
校
訂
『
新
訂　

江
戸
名
所
図
会
６
』（
一
九
九
七
年
）、
三
一
三
頁
、
三
一
六
│
三
一
七
頁
、

三
一
八
│
三
一
九
頁
。

（
23
）　

前
掲
『
伊
予
の
城
め
ぐ
り
』、
四
六
│
四
七
頁
。

（
24
）　

平
井
誠
「
明
治
期
に
お
け
る
宇
和
島
城
の
城
郭
地
処
分
と
城
郭
保
存
運
動
」、『
愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
研
究

紀
要
』
第
五
号
（
二
〇
〇
〇
年
）。

（
25
）　

画
題
が
実
在
の
風
景
で
あ
っ
て
も
、
現
実
の
再
現
で
は
な
く
理
想
の
表
現
が
志
向
さ
れ
て
い
る
事
例
の
一
つ
に

関
し
て
は
、梶
岡
秀
一
「
伊
予
三
津
浜
九
霞
楼
上
の
田
能
村
竹
田
」、『
愛
媛
県
美
術
館　

平
成
二
十
四
年
度
年
報
・

研
究
紀
要
第
十
二
号
』（
二
〇
一
三
年
）。

﹇
付
記
﹈

　

今
治
桜
井
の
法
華
寺
御
住
職
の
龍
田
雅
文
様
、
高
松
の
香
川
県
立
図
書
館
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
担
当
者
様
に
協
力
を
賜

り
ま
し
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。
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三好応岸筆《宇和島・江戸図屏風》　右隻（宇和島図）　愛媛県美術館蔵

三好応岸筆《宇和島・江戸図屏風》　左隻（江戸図）　愛媛県美術館蔵

三好応岸の肖像写真　『宇和島吉田両藩誌』所載

三好応岸筆《宇和島・江戸図屏風》考
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①宇和島・江戸図屏風　右隻
②同　左隻
③石橋山合戦図　絵馬　明治 32年
④七夕図
⑤鴛鴦図
⑥虎図
⑦松鷹図

右隻（宇和島図）部分　搦手門と豊後橋

左隻（江戸図）部分　深川木場と行徳塩浜

右隻（宇和島図）部分　樺崎住吉神社

左隻（江戸図）部分　船旅の人々

④

⑦

③

⑥

②

⑤

①
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